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新 
災害派遣精神医療チーム体制整備事業 

≪健康増進課≫ 
3,180千円 

趣   旨 

 大規模災害が発生し、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下した際に、専門性

の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ

Ｔ）の養成と養成後の質を確保するための訓練、研修等を実施します。 

事業の概要 

 ○山口県ＤＰＡＴ研修 

   山口県ＤＰＡＴ研修を開催し、県内が被災した場合に精神科医療及び精神保健活動

の支援を行う災害派遣精神医療チーム(ＤＰＡＴ)を養成 

 

 ○ＤＰＡＴ先遣隊大規模地震時医療活動訓練 

   大規模地震時医療活動に係る組織体制の機能と実効性の検証及び防災関係機関相互

の協力の円滑化を図るため、国、地方公共団体等が連携して行う実動訓練にＤＰＡＴ

先遣隊を派遣 

 

 ○ＤＰＡＴ統括者・事務担当者研修 

   大規模災害時の精神医療活動の指揮・調整と具体的な手法及び関係機関との連携の

あり方について理解するため、ＤＰＡＴ事務局が実施する研修にＤＰＡＴ統括者、事

務担当職員を派遣 

 

○ＤＰＡＴ運営委員会 

   人材育成・確保、受援体制の整備、派遣体制の整備を平時から行うため、ＤＰＡＴ

運営委員会を開催 

６ 災害に強い県づくりの推進 


